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地域生活支援サービス「メープルリーフ」            第２４２号  令和５年７月 

特定非営利活動法人ひだまり                                  

 理事長 平井 紳一                   

メープルリーフ担当 高柳 

所在地 ： 〒263 - 0005 稲毛区長沼町 32 番地   

Tel ： 043 – 258 - 8604  Fax ： 043 – 310 – 5061 

E-mail ： mapleleaf@almond.ocn.ne.jp（添付文書ＯＫ） 

＊NPO ひだまりホームページ https://www.hidamari.or.jp 

 

☆ ご自宅でも熱中症にお気を付けください。 

７月にはいり早くも真夏日が続いていますが、皆さまエアコンを使うなど涼しく

過ごされているでしょうか？ 

全国的な電気代の値上がりもあり、電気料金を気にされている家庭もあるという

ニュースもありましたが、仮に熱中症で入院等が必要になった場合を考えると、エア

コンを使っていた方が圧倒的に安上がりとの試算も出ております。 

エアコンの冷たい風が苦手という方もいらっしゃいますが、そんなに強く冷やす

必要はなく、部屋の温度が２８度になる設定温度２６～２８度程度であれば、冷風も

そこまで冷たくはありません。 

家庭における熱中症対策は、水分補給と共に適切なエアコン利用が有効的で簡単な

方法ですので、是非ご利用ください。 

 

 

☆  ８月の予定・予約表の締め切りに関して 

８ 月 予 約 表 締 め 切 り 

７ 月 １ ５ 日 （ 土 ） １ ７ ： ０ ０ 

 

※ 締め切りまでに予約が間に合わない場合には、必ずご一報ください。連絡

なく数日遅れた場合、支援をお断りする場合もあります。 

※ 通所施設等のスケジュールは、メープルリーフでは把握しておりません。

お手数ですが、毎月、隔月等に関わらず、利用希望を連絡いただくようお願

いします。 

 

※ 予約締め切りは毎月１５日です。予約表がお手元に届かないなどのご連絡をいただく 

ことがありますが、FAX のほか、メールや電話でも希望を受けていますので、まずは

ご連絡をお願いします。 
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☆  夏場のプール利用について 

はやくもこてはしプールの利用が混雑しはじめました。 

７月中旬には千葉市の小中学校が夏休みに入るため、平日でも非常に混雑する

見込みをたてております。 

このため、７，８月については、普段こてはしプールをご利用されている方に

ついても、他のプールへのお誘いをさせていただきます。 

こちらは、もちろん皆様の好み等に合わせての相談とさせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

 

☆ 移送サービスの料金を改定します。（再掲） 

千葉市、四街道市、八千代市の福祉有償運送運営協議会において令和５年６月末を

満了とする福祉有償運送登録の更新を行いました。 

その中で今回の更新においてガソリン代の高騰、八街の事故を発端とした安全運転

管理者選定事業所に対するアルコールチェック機器の導入が必要になるなど、様々な

ことへの対応のため１キロ当たりの料金を改定することとなりました。 

改訂後の金額は以下の通りとなります。 

 

７月１日より ： １キロあたり \１００－ 

 

平成１８年に千葉市、四街道市、八千代市にそれぞれ福祉特区として自家用有償

運送を認めてもらうように働きかけ認められて以来の値上げとなってしまいますが、

皆様においてはご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

☆ ひだまり賛助会員を募集しています。 

NPO ひだまりでは、これまでの活動実績や賛助会員数が評価され、平成２７年３月

に千葉市より“認定 NPO 法人”の認証を受けて活動しております。 

メープルリーフの利用者の皆様には、ひだまり会員として年会費をお支払いいただ

いている方も多くいらっしゃいますが、賛助会費とは利用者の皆様にではなく、広く

当法人の理念、活動に賛同される方から募集している寄付行為となります。 

賛助会員に多くの方に加入いただければ、大変ありがたく存じます。 

 

◆ 賛助会員 ・・・ 一口￥３，０００― （何口でも） 

◆ 振 込 先  

   ゆうちょ銀行 口座番号 ００１１０－３－７３９４０１ 

   口座名称 特定非営利活動法人ひだまり 

◆ 連 絡 先 ・・・ ひだまり事務局 ０４３（２５８）８６０４ 

※ 賛助会費は寄附金として所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は 

税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受け

ることができます。 


